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計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨

「子ども・子育て支援法」の基本理念「子ども・子育て支援法」の基本理念「子ども・子育て支援法」の基本理念

計画期間と位置づけ計画期間と位置づけ計画期間と位置づけ

第１部　総 論第１部　総 論第１部　総 論
１　青梅市子ども・子育て支援事業計画とは１　青梅市子ども・子育て支援事業計画とは１　青梅市子ども・子育て支援事業計画とは１　青梅市子ども・子育て支援事業計画とは１　青梅市子ども・子育て支援事業計画とは

第２部　子ども・子育て支援のための事業第２部　子ども・子育て支援のための事業第２部　子ども・子育て支援のための事業
１　子ども・子育て支援施策の展開１　子ども・子育て支援施策の展開１　子ども・子育て支援施策の展開

２　子ども・子育てを取り巻く状況２　子ども・子育てを取り巻く状況２　子ども・子育てを取り巻く状況

　国では、すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子ども子育て家庭を社会全体で支援することを目的に、平
成 24年８月に「子ども・子育て支援法」をはじめとする『子ども・子育て関連３法』を整備しました。これにより、
子ども・子育て支援の新制度が平成 27年度からスタートとなります。
　本市では平成 27 年４月からの新制度への移行に伴い、市内における教育・保育や地域子ども・子育て支援事業
の量の見込み、提供体制の確保の内容とその実施時期等を盛り込んだ「青梅市子ども・子育て支援事業計画」を作
成し、質の高い教育・保育および地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施することとしました。また、これま
で実施してきた「次世代育成支援地域行動計画」にもとづいた施策は、今後も子育て支援施策と密接にかかわるこ
とから、その関連部分を本計画に盛り込んでいます。

　子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準にもとづき、保育の必要性を認定したう
えで、給付を支給する仕組みとなっています。

　本計画の期間は、法律にもとづき平成 27年度から平成 31年度までの５年間とします。

　合計特殊出生率（女性が一生の間に生むと
考えられる子どもの数）は、平成 24年では
1.26 に上昇し、東京都を上回っていますが、
全国の 1.41 に比べると大きく下回っていま
す。

１　子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認
識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果
たすとともに、相互に協力して行われなければならない。 
２　子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長
するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。 
３　子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提
供されるよう配慮して行われなければならない。

資料：東京都人口動態統計

　子どもを産み育てる可能性が高い若年女性
の人口の推移は、左図のとおりであり、減少
傾向が顕著なことが分かります。

資料：東京都人口動態統計

資料：町丁別年齢別人口集計表
（各年 1月 1日）

　本市の子育ての環境や支援に対する満足度
は、「低い」と「やや低い」を合わせると、就
学前児童の保護者で 37.3％、小学校児童（１
～４年生）保護者で 37.8％となっており、子
育て支援に関する諸施策を充実することが求
められています。

　青梅市の人口は減少傾向にあり、14歳
以下の人口も減少しています。平成 26
年１月現在、総人口に占める 14 歳以下
の人口割合は 12.2％となっています。

資料：平成25年度青梅市
　　　　　　子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査

１号認定
認定区分 対　象　者 対象施設

満３歳以上の学校教育のみの就学前の子ども（保育の必要性なし）

２号認定

３号認定

幼稚園・認定こども園

保育所・認定こども園満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども
（保育を必要とする子ども）
満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども
（保育を必要とする子ども）

保育所・認定こども園
地域型保育
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平成 15年度

平成 24年度
平成 25年度

平成 34年度

子ども・子育て支援法
第 61条（根拠法）

・認定こども園、幼稚園、保育所を通
じた「施設型給付」および小規模保
育等への「地域型保育給付」の創設
・認定こども園制度の改善
・地域の実情に応じた子ども・子育て
支援事業の充実

●子ども・子育て新制度
青梅市次世代育成支援
地域行動計画
(平成 17年度～平成 26年度 )

青梅市子ども・子育て
支援事業計画
(平成 27年度～平成 31年度 )

青梅市子ども・子育て
支援事業計画
(平成 27年度～平成 31年度 )

●人口の推移●

●少子化の動向●

●青梅市の子育ての環境や支援に対する満足度●

〈 総人口と年少人口の推移 〉 

〈 合計特殊出生率の推移 〉 

〈 若年女性人口の推移 〉 
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就学前児童
回答者1,190人

無回答3.7％無回答3.7％無回答3.7％
高い2.1％高い2.1％高い2.1％
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15.0％
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小学校児童
回答者381人

低い
13.4％
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13.4％
低い
13.4％

やや低い
24.4％
やや低い
24.4％
やや低い
24.4％
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無回答6.0％無回答6.0％無回答6.0％
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